
第２次行政改革　平成２５年度実施計画書一覧表

１．開かれた、公正で透明性の高い行政システムの確立

平成２４年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

項
目
№

重点等
項目 目的・目標 具体的な取組概要

Do【実施】
取組実績

Plan【計画】
主な取組み

委員会コメント
Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

1 ◎

行政情報のわ
かりやすい積
極的な公表と
説明責任の確
立

（住民目線に
立った情報の
公表）

総務課
/文書法令係
/広報広聴係

進捗管理者
　髙橋　章一
担当者
　加藤　敏典
　伊藤　博人

　広報紙は月２回発行し
ています。情報の電子化
を進める一方で、紙によ
る情報を公開するために
「行政情報コーナー」を
本庁舎及び南郷庁舎２か
所に設置しました。ま
た、町のホームページを
リニューアルし、使いや
すさの改善に努めまし
た。
　今後は、行政情報コー
ナーの運用のルール化と
町のホームページ掲載情
報の充実を図る必要があ
ります。

【目的・目標】
　積極的に情報を公開す
るための掲載情報のルー
ル化、情報の充実に努め
ます。

【指標】
　町のホームページの年
間の訪問者数

【基準値】
　１０４，０４４人

　公開方法として、イン
ターネットを活用した迅
速な情報の発信と紙によ
る行政情報コーナーの充
実を図ります。
・掲載情報のルール化
・掲載情報の充実
・町のホームページの見
直し
・コミュニティ型のWeb
サイトであるSNS(Social
Networking Service
）等を活用した多様な情
報発信方法の検討

・情報公開条例の全部改正
・会議公開、行政情報コーナー
のルール化の検討
・公開している例規集システム
について、迅速に情報を公開す
るために、議会の都度、更新に
努めました。
・例規集システムは、更新に時
間を要することから、改廃等の
条例等を随時、町のホームペー
ジに掲載しました。
・職員向けシステム操作研修を
実施しました（１７人参加）。
・文書、広報、まちづくり担当
者打合会議の開催

　行政情報コーナーの充実に
向けた取組み
・掲載基準の策定
・運用を徹底するための仕組
みづくり
・本庁舎の配置場所の改善
　町のホームページの掲載情
報の充実に向けた取組み
・行政委員会等のページ作成
・スマートフォンでホーム
ページを閲覧した際の視認性
及び操作性の向上
・会議録公開ページの改善
・職員向けシステム操作研修
の実施
・文書、広報、まちづくり担
当者打合会議の開催

・文書、広報、
まちづくり担当
者打合会議の開
催
・職員向けシス
テム操作研修の
実施
・情報配信に向
けて、ＳＮＳ等
による多様なメ
ディアの活用検
討

・文書、広報、
まちづくり担当
者打合会議の開
催
・職員向けシス
テム操作研修の
実施
・情報配信の試
行的な実施

・文書、広報、
まちづくり担当
者打合会議の開
催
・職員向けシス
テム操作研修の
実施
・情報配信の充
実

2 ○

会議及び会議
録の公開

（情報公開条
例等法令の規
定を遵守）

総務課
/文書法令係

進捗管理者
　高橋　章一
担当者
　森　陽祐

　会議開催のお知らせ及
び会議録等の公開を始め
ましたが、公開が遅れる
こともあり、運用のルー
ル化を図る必要がありま
す。

【目的・目標】
　附属機関等の活動、各
種附属機関等の会議や会
議録の公開を徹底しま
す。

【指標】
　附属機関等の会議録の
公開を、会議終了後１か
月以内に公表した割合

【基準値】
　２６．３％
（平成２４年度）

　情報公開条例の全部改
正、文書管理（作成・簿
冊・保存）の確立及び徹
底を図ります。

　情報を公開する前提となる個
人情報保護条例の新規制定、情
報公開条例の全部改正を行うと
ともに、文書規程及び行政文書
管理規則を見直しました。

・新たに附属機関等の会議の
公開に関する規則の制定と運
用の徹底
・すべての条例等の洗い出し
調査に併せて附属機関等の条
例等の見直し検討

・附属機関等の
会議の公開に関
する運用の徹底
・行政文書管理
規則、文書規程
の運用の徹底
・情報公開の推
進

・附属機関等の
会議の公開に関
する運用の徹底
・行政文書管理
規則、文書規程
の運用の徹底
・情報公開の推
進

・附属機関等の
会議の公開に関
する運用の徹底
・行政文書管理
規則、文書規程
の運用の徹底
・情報公開の推
進

3

行政の政策過
程への住民参
加制度の確立
と公表

（各種計画や
条例等の策定
段階における
公表と意見の
募集）

総務課
/広報広聴係

進捗管理者
　相澤　直子
担当者
　高橋　宏明

　計画策定に際し、計画
案を公表し、住民の意見
を募集するパブリックコ
メント（意見公募）手続
の要綱を整備し、実施し
ました。

【目的・目標】
　計画等を策定するに当
たり、広く住民から意見
を募集する取組みを推進
します。

【指標】
　パプリックコメント条
例の制定

【目標値】
　条例の制定

　パブリックコメント手
続の見直しを検討しま
す。

　要綱を規程に見直す際に、意
見募集期間を１５日以上から２
０日以上に見直し、住民が意見
を出しやすい制度の改善に努め
ました。

　規程により運用しています
が、条例化について検討を進
めます。

　条例の制定、
運用の徹底

　運用の徹底 　運用の徹底

4
-1

委員会等への
委員の公募制
度の積極的導
入
（公募委員の
構成比の目標
設定と取組、
女性委員の構
成比の目標設
定と取組）

総務課
/総務係

進捗管理者
　高橋　章一
担当者
　加藤　敏典

　公募委員枠を設け、積
極的に推進するために、
取組みに関する指針を策
定しました。

【目的・目標】
　住民の参画機会を増や
し、開かれた行政システ
ム確立の取組みとして、
公募の拡大に努めます。

【指標】
　新たに設置する附属機
関等の委員総数に占める
公募委員の割合

【目標値】
　３０％

　公募枠の拡大に向け
て、委員選任における内
部の取組みを確立し、公
募による選任委員の割合
の拡大に努めます。

 新規制定条例には、委員の公
募による選任について、条文に
明記しました。
　公募の状況は、下記のとおり
です。
・情報公開3人（応募者0人）
・個人情報4人（1人）
・行政改革8人（4人）
・学校教育環境12人（3人）
・介護運営11人（3人）
※　括弧の数字は公募による選
任者数

　委員数に対する公募委員の構
成割合　28.9％

　設置されている附属機関等
の現状を把握し、公募委員の
拡大について検討します。

・委員の選任基
準の見直し検討
・担当課への周
知徹底

・担当課への周
知の徹底

・担当課への周
知の徹底

4
-2

委員会等への
委員の公募制
度の積極的導
入
（公募委員の
構成比の目標
設定と取組、
女性委員の構
成比の目標設
定と取組）

総務課
/総務係

進捗管理者
　高橋　章一
担当者
　加藤　敏典

　男女の均等な登用を推
進するために、取組みに
関する指針を策定しまし
た。

【目的・目標】
　男女の均等な登用を目
指して、委員への女性の
登用機会の拡大に努めま
す。

【指標】
　新たに設置する附属機
関等会の委員総数に占め
る女性委員の割合

【目標値】
　３０％

　女性委員の登用機会の
拡大に向けて、委員選任
における内部の取組みを
確立し、女性の参画機会
の拡大に努めます。

　女性の登用の状況は、下記の
とおりです。
・情報公開3人（0人）
・個人情報4人（0人）
・行政改革8人（2人）
・学校教育環境12人（2人）
・介護11人（6人）
※　括弧の数字は女性の選任者
数

　委員数に対する女性委員の構
成割合　26.3％

　設置されている附属機関等
の現状を把握し、女性の登用
機会の拡大について検討しま
す。

・委員の選任基
準の見直し検討
・担当課への周
知徹底

・担当課への周
知の徹底

・担当課への周
知の徹底

担当課
/係

/担当者

これまでの取組み
と課題

実施方針 平成２５年度区分
第2次美里町
行政改革大
綱・記載項目
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第２次行政改革　平成２５年度実施計画書一覧表

１．開かれた、公正で透明性の高い行政システムの確立

平成２４年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

項
目
№

重点等
項目 目的・目標 具体的な取組概要

Do【実施】
取組実績

Plan【計画】
主な取組み

委員会コメント
Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

担当課
/係

/担当者

これまでの取組み
と課題

実施方針 平成２５年度区分
第2次美里町
行政改革大
綱・記載項目

5

監査制度等の
制度の強化

（監査機能の
充実）

監査委員書記

進捗管理者
　佐藤　俊幸
担当者
　相澤　正典

　監査計画を定め、行政
監査の充実、財政援助団
体などの監査を実施しま
した。

【目的・目標】
　時代の変化に対応した
監査の実現のため、監査
対象項目数の増加数の増
加、監査の結果から内部
統制の強化に努めます。
　
【指標】
　監査対象項目の拡充

【基準値】
　５項目

　財務、経営の監査及び
行政監査の充実、指定管
理者、財政援助団体など
の監査内容の充実と拡充
を図ります。

　施設の管理運営が指定管理者
制度に移行しており、指定管理
者の監査を新たに実施しまし
た。
・例月出納検査
・定期監査（全課）
・決算審査
・随時監査
・財政援助団体等の監査
・指定管理者

　施設の管理運営が指定管理
者制度に移行しており、指定
管理者の監査や財政援助団体
の監査の充実を図ります。
・例月出納検査
・定期監査（全課）
・決算審査
・随時監査
・財政援助団体等の監査
・指定管理者

・例月出納検査
・定期監査（全
課）
・決算審査
・随時監査
・財政援助団体
等の監査
・指定管理者

・例月出納検査
・定期監査（全
課）
・決算審査
・随時監査
・財政援助団体
等の監査
・指定管理者

・例月出納検査
・定期監査（全
課）
・決算審査
・随時監査
・財政援助団体
等の監査
・指定管理者

6

行政相談体制
の強化充実

（行政に対す
る苦情受付、
調査、改善要
求等）

総務課
/広報広聴係

進捗管理者
　相澤　直子
担当者
　高橋　宏明

　組織的な窓口がなく、
その都度、関係課で対処
しており、組織的な相談
体制及び苦情に対処する
体制づくりが必要です。

【目的・目標】
　町政相談体制の充実、
提案、要望及び職員への
苦情申出に対する取組み
を確立します。

【指標】
　行政相談の未処理件数

【目標値】
　０件

　相談する窓口の設置、
提案、要望及び苦情申出
に対する体制を確立して
事務の改善を実施しま
す。

　苦情申出について規程を定
め、メール及び文書等で総務課
に寄せられた苦情申出について
は、総務課で文書により回答す
ることとしました。
　提案箱　９件
　苦情申出　７件

・苦情申出制度の住民への周
知
・新たに町政相談員設置及び
周知

・苦情申出制度
の住民への周知
・新たに町政相
談員設置及び周
知

・苦情申出制度
の住民への周知
・新たに町政相
談員設置及び周
知

・苦情申出制度
の住民への周知
・新たに町政相
談員設置及び周
知

7

政策評価委員
会の設置と評
価結果の公表

（町の自己評
価に対する意
見聴取と意見
反映状況の公
表）

企画財政課
/政策係

進捗管理者
 佐々木　義則
担当者
 小林　誠樹

・平成１９年度　試行
・平成２０年度　すべて
の事務事業について実施
・平成２２年度　記載項
目の一部見直し
・平成２３年度　評価手
法の一部見直し

【目的・目標】
　政策・施策を実現する
ための取組みとして政策
評価委員会による外部評
価を継続します。
　
【指標】
　政策評価委員会の設置
　
【基準値】
　

　政策・施策に対する事
務事業の有効性に視点を
置いた評価に取組みま
す。

　平成２２年度及び平成２３年
度の取組みから、これまでの事
後評価から事前の有効性評価に
視点を移しました。平成２４年
度は、総合計画の改訂にあわ
せ、重点的な５政策１１施策を
対象に実施しました。

・事務事業の有効性に視点を
おいた評価の実施
・政策形成過程への関連付
け、評価結果の公表

・事務事業の有
効性に視点をお
いた評価を継続
して実施しま
す。
・政策形成過程
への関連付け、
評価結果の公表

・事務事業の有
効性に視点をお
いた評価を継続
して実施しま
す。
・政策形成過程
への関連付け、
評価結果の公表

・事務事業の有
効性に視点をお
いた評価を継続
して実施しま
す。
・政策形成過程
への関連付け、
評価結果の公表

※　一つの項目で、複数の指標設定している場合、又は、担当課が異なる場合、「項目№」に枝番を付してします。
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第２次行政改革　平成２５年度実施計画書一覧表

２．財政の健全化

平成２４年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

項
目
№

重点等
項目 目的・目標 具体的な取組概要

Do【実施】
取組実績

Plan【計画】
主な取組み

委員会コメント
Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

8

中期収支見
込・財政健全
化計画の策定
及び公表

（平成27年
度までの収支
見込みに基づ
く財政健全化
計画の策定及
び公表）

企画財政課
/財政係

進捗管理者
 佐々木　義則
担当者
 高橋　明子

・平成１９年度に第１次
財政健全化計画（平成１
９年度から平成２３年度
まで）を策定しました。
・平成２０年度、平成２
１年度に一部見直しを行
いました。

【目的・目標】
　中期の財政計画を策定
し、計画的な財政運営に
努めます。

【指標】（総合計画目標
値）
　実質公債費比率

【目標値】
　１５．０％以下

　財政健全化計画の策定
及び進捗管理を行いま
す。

　第２次財政健全化計画（平成
２５年度から平成２７年度ま
で）を策定し、広報紙及び町の
ホームページで公表しました。

・前年度決算状況の分析
・前年度取組み状況の公表
・分析結果に基づいた、財政
健全化計画の見直し

・前年度決算状
況の分析
・前年度取組み
状況の公表
・分析結果に基
づいた、財政健
全化計画の見直
し

・前年度決算状
況の分析
・前年度取組み
状況の公表
・分析結果に基
づいた、財政健
全化計画の見直
し

・前年度決算状
況の分析
・前年度取組み
状況の公表
・分析結果に基
づいた、財政健
全化計画の見直
し
・中期財政計画
の策定

9

総合計画の進
行管理の徹底

（取組みの重
点化、実施計
画の作成と公
表）

企画財政課
/政策係

進捗管理者
 佐々木　義則
担当者
 小林　誠樹

　平成２１年度から、実
施計画と予算との関連付
けを図るため「事業別予
算」の編成に取り組むと
ともに、実施計画の作成
及び公表を行いました。

【目的・目標】
　効果的なマネジメン
ト・サイクルの確立に努
めます。

【指標】
　政策協議体制の確立

【基準値】

　施策・事務事業（実施
計画）の管理を進めてお
り、政策評価と同様に取
組みます。

　目的・目標をより意識した事
業展開を図るため、事業別予算
から施策別予算への体系の移行
を図り、実施計画を作成及び公
表しました。また、政策形成過
程の充実を図るため、サマーレ
ビュー（夏季政策協議）を試行
的に導入し、政策、人事、財
政、行政改革の視点から一体的
に取組みを行いました。

　実施計画作成に至る一連の
政策形成過程の充実を図りま
す。
・サマーレビュー（施策協
議）【継続】
・オータムレビュー（政策協
議）【新規】

・スプリングレ
ビュー（スケ
ジュール管理）
・サマーレ
ビュー（施策協
議）
・オータムレ
ビュー（政策協
議）
・総合計画の検
討

・スプリングレ
ビュー（スケ
ジュール管理）
・サマーレ
ビュー（施策協
議）
・オータムレ
ビュー（政策協
議）
・総合計画の策
定

・スプリングレ
ビュー（スケ
ジュール管理）
・サマーレ
ビュー（施策協
議）
・オータムレ
ビュー（政策協
議）
・新総合計画に
よる取組実施

10

人件費の見直
しと公表

（非常勤特別
職も含め、各
種手当の再調
査及び公表）

総務課
/人事給与係

進捗管理者
　日野　剛
担当者
　加藤　千尋

　人事院勧告に基づいて
毎年度見直しを行いまし
た。
　特別職（三役）の報酬
は、平成１９年４月から
１０％削減しました。
　職員の期末勤勉手当
は、平成２０年・平成２
１年に加算額を減じたほ
かに、管理職手当、特殊
勤務手当の見直しを行い
ました。

【目的・目標】
　財政の健全性を維持す
るために、人件費の抑制
に努めます。

【指標】
　経常収支比率のうち人
件費

【基準値】
　２５．４％

　毎年度、結果について
公表しており、類似団体
等との比較結果を参考
に、必要に応じた見直し
を行います。

　人事院勧告に基づいて、５５
歳を超える職員の昇給を停止し
ました。
　人件費の状況の公表について
は、人事行政の運営並びに給与
及び定員管理等について公表し
ました。

・人事院勧告に基づいた見直
し
・人事行政の運営並びに給与
及び定員管理等について公表

・人事院勧告に
基づいた見直し
・人事行政の運
営並びに給与及
び定員管理等に
ついて公表

・人事院勧告に
基づいた見直し
・人事行政の運
営並びに給与及
び定員管理等に
ついて公表

・人事院勧告に
基づいた見直し
・人事行政の運
営並びに給与及
び定員管理等に
ついて公表

11

補助金等の抜
本的見直し

（補助基準の
明確化、補助
基準の客観
性・透明性の
確保を念頭に
おいた方針の
策定、削減目
標の提示）

総務課
/総務係

進捗管理者
　高橋　章一
担当者
　加藤　敏典

　法令外負担金審査会を
設置し、各団体で作成し
た補助金等要請書につい
て補助基準により毎年度
審査しました。
　その結果として、３３
団体の補助金の見直しを
行いました。

【目的・目標】
　法令外負担金審査会を
開催して、補助金制度の
適正な運営に努めます。

【指標】
　法令外負担金審査会の
開催

【基準値】

　補助基準について、必
要に応じた見直しを行
い、法令外負担金審査会
の適切な運営に努めま
す。
　また、団体により活動
内容が異なることから、
削減目標を設けるのでな
く基準により団体の活動
内容等から判断し、公平
性と透明性の確保に努め
るため、団体ヒアリング
を検討します。

　法令外負担金審査会で補助金
等要請書に基づき、平成２５年
度分の補助金等について審査し
ました。
　要請金額見直し団体数　５件

・補助基準について、必要に
応じた見直し
・法令外負担金審査会の運営

・補助基準につ
いて、必要に応
じた見直し
・法令外負担金
審査会の運営

・補助基準につ
いて、必要に応
じた見直し
・法令外負担金
審査会の運営

・補助基準につ
いて、必要に応
じた見直し
・法令外負担金
審査会の運営

12
-1

公共施設の統
廃合を含めた
効率的な運用

（老朽化施設
の計画的な統
廃合、教育施
設等の整備計
画の策定）

防災管財課
/施設管理係

進捗管理者
　鈴木　仁
担当者
　伊藤　俊行

　各施設ごとの管理計画
を作成しましたが、統廃
合の検討は行えていませ
ん。

【目的・目標】
　管理運営する施設の有
効性について検討しま
す。

【指標】
　施設管理計画の策定

【基準値】
　

　公有財産管理台帳、施
設管理計画の整備を進め
ながら、施設の有効性等
について検討を進めま
す。

　公有財産台帳のデータの整備
を進め、システム化しました。
　また、公営住宅については、
長寿命化計画の策定及び債権管
理に努めました。

　今後、必要となる施設修繕
及び工事費を予測し、長寿命
化、維持管理体制、サービス
水準等の視点から施設管理計
画の内容を検討します。

　施設管理計画
を策定し、施設
の再配置を検討

　施設管理計画
に基づく長寿命
化又は再配置の
取組み

　施設管理計画
に基づく長寿命
化又は再配置の
取組み

12
-2

公共施設の統
廃合を含めた
効率的な運用

（老朽化施設
の計画的な統
廃合、教育施
設等の整備計
画の策定）

教育総務課
/管理係

進捗管理者
　大友　義孝
担当者
　寒河江　克哉

　幼稚園の統合について
計画し、実施しました。

【目的・目標】
　学校教育施設の再編を
見据えた施設等の整備計
画を作成します。

【指標】
　整備計画の策定

【基準値】

　子どもにとってより良
い学校環境のあり方を調
査審議する学校教育環境
審議会での審議を進めま
す。

　平成２４年度において、学校
教育環境審議会を５回開催し、
主に学校の適正な規模及び配置
について審議しました。

　子どもにとってより良い学
校環境のあり方を調査審議す
る学校教育環境審議会を継続
して開催します。
（本年度、答申）

　教育施設の整
備計画の策定

　計画に基づく
長寿命化又は再
配置の取組み

　計画に基づく
長寿命化又は再
配置の取組み

担当課
/係

/担当者

これまでの取組み
と課題

実施方針 平成２５年度区分
第2次美里町
行政改革大
綱・記載項目
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第２次行政改革　平成２５年度実施計画書一覧表

２．財政の健全化

平成２４年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

項
目
№

重点等
項目 目的・目標 具体的な取組概要

Do【実施】
取組実績

Plan【計画】
主な取組み

委員会コメント
Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

担当課
/係

/担当者

これまでの取組み
と課題

実施方針 平成２５年度区分
第2次美里町
行政改革大
綱・記載項目

13
-1

◎

税金等収納率
改善システム
の確立

（税、使用
料、手数料等
の実態公表、
個別管理、徴
収担当者の増
員、学校での
啓発）

徴収対策課
/徴収対策係

進捗管理者
　菅井　清
担当者
　門間　裕匡

　平成１９年度にコンビ
ニ納付を開始、平成２１
年度に徴収対策課を設置
し、徴収体制の強化を図
りました。
　税（国民健康保険税含
む。）の滞納繰越分の徴
収率の推移
　平成１９年度
　　１５．９７％
　平成２２年度
　　２４．７６％

【目的・目標】
　公平な住民負担及び自
主財源の安定的確保に向
け、税等所有する債権の
管理及び回収に努めま
す。

【指標】
　現年度分の徴収率９
８．０％未満の科目件数
の減少

【基準値】
　１５科目
　（平成２３年度）

　取組方針を定め、担当
課と徴収対策課の役割を
明確にし、現年度分の徴
収体制の強化を図りま
す。

　滞納繰越分の徴収率は、上昇
しており、関係課と連携し、現
年度分の徴収率向上と使用料等
の債権管理状況の把握努めまし
たが、具体的な計画の策定まで
は至りませんでした。
　計画策定後、徴収に係る業務
の委託化についても検討しま
す。

【徴収率９８．０％未満科目】
　調査中

・収納率向上実施計画の策定
・必要に応じた条例等の制定
及び改正の検討
・債権の状況に応じた徴収方
法の検討
・債権管理の内部研修の実施
・実務担当者会議の開催

・債権の管理及
び回収の徹底
・債権管理の内
部研修の実施
・実務担当者会
議の開催

・債権の管理及
び回収の徹底
・債権管理の内
部研修の実施
・実務担当者会
議の開催

・債権の管理及
び回収の徹底
・債権管理の内
部研修の実施
・実務担当者会
議の開催

13
-2

税金等収納率
改善システム
の確立

（税、使用
料、手数料等
の実態公表、
個別管理、徴
収担当者の増
員、学校での
啓発）

税務課
/管理徴収係

進捗管理者
　川名　政彦
担当者
　佐藤　吉則

　賦課・徴収体制の確
立、納税普及に努めまし
たが、学校と連携した取
組みは、

【目的・目標】
　税の使い道など納税の
大切さを通じて、健全な
金銭感覚を養うために納
税の啓発に取り組みま
す。

【指標】
　小・中学校での金銭
（租税）教育の実施回数

【目標値】
　年６回

　学校教育又は父兄参加
機会等での納税等意義及
び啓発に努めます。

　現年度分の徴収率向上及び債
権管理状況の把握努め、収納率
向上に向けた取組みを行いまし
た。

　教育委員会、学校との実施
に向けた協議を進めます。

　協議の整った
小・中学校から
実施

　実施する小・
中学校の拡充

　実施する小・
中学校の拡充

14

施設使用料
等、受益者負
担の見直し

（全施設の収
支調査、使用
料及び各種手
数料の見直
し）

防災管財課
/施設管理係

進捗管理者
　鈴木　仁
担当者
　伊藤　俊行

　平成２２年４月に公共
物の使用料の見直しを行
いましたが、施設等の使
用料の見直しについて
は、行っていません。

【目的・目標】
　施設使用料の妥当性に
ついて検討し、自主財源
の確保に努めます。

【指標】
　施設の収支調査の実施

【基準値】

　施設管理計画を策定す
るに当たり、施設ごとの
収支調査を行い、施設使
用料及び施設の有効性に
ついて施設管理計画の策
定と一体的に検討を進め
ます。

　№12-1「公共施設の統廃合を
含めた効率的な運用」項目の取
組みに努めました。

　施設使用料の見直しを行い
ます。見直しに当たっては、
施設の収支状況等、施設管理
計画の策定と一体的な取組み
を進めます。

　施設管理計画
と一体的に施設
ごとの収支を調
査し、使用料の
妥当性を検討

　施設管理計画
に基づき、使用
料の見直し

　施設管理計画
に基づき、使用
料の見直し

15

分譲団地の販
売促進強化

（駅東、練牛
分譲団地の販
売促進強化）

まちづくり推
進課
/定住化推進係

進捗管理者
　武田　啓一
担当者
　佐野　仁

 ゆとり～と小牛田につ
いては、住宅供給公社で
販売していますが、平成
２３年度に復興応援価格
が設定されました。グ
リーンタウン（練牛）の
販売は町で行っています
が、平成２３年度に被災
者支援の減免措置を講じ
ました。
　新聞、中吊り広告掲
載、住宅取得支援金（建
物の固定資産税相当分）
による販売促進を行って
きました。

【目的・目標】
　分譲地の住宅取得を推
進し、人口減少の抑制に
努めます。

【指標】
　総合計画で掲げている
基準人口の維持率

【目標値】
　１００％

　定住化促進のため、住
宅取得者に対する支援策
を実施し、販売を促進し
ます。

１．駅東（ゆとり～と小牛田）
の販売実績
　平成23年度80件契約、新規住
宅取得支援金18件
　平成24年度63件契約、新規住
宅取得支援金19件
　（残り254区画）
２．練牛（グリーンタウン南
郷）の販売実績
　平成23年度　6件契約、新規住
宅取得支援金1件
　平成24年度　1件契約、新規住
宅取得支援金0件
　（残り2区画）

基準人口　２５，１００人
住基人口　２５，１９９人（４
月１日現在、外国人登録を除
く）

　住宅取得支援金の交付を継
続して行います。

　住宅取得支援
金の交付を継続
して行います。

　住宅取得支援
金の交付を継続
して行います。

　住宅取得支援
金の交付を継続
して行います。

16

未利用地等の
売却及び活用

（町所有の遊
休土地・建物
の利用見込調
査と売却、賃
貸借等行動計
画の策定と推
進）

防災管財課
/財産管理係

進捗管理者
　伊勢　聡
担当者
　鈴木　仁

　町有財産有効活用検討
委員会を設置し、検討を
進め、平成２２年１０月
に入札広告を行いました
が、応募はありませんで
した。

【目的・目標】
　遊休土地の有効利用及
び売却から自主財源の確
保に努めます。

【指標】
　遊休土地の売却件数

【目標値】
　８件

　公有財産管理台帳の整
備を進め、遊休土地の売
却を進めます。

　№12-1「公共施設の統廃合を
含めた効率的な運用」項目の取
組みに努めました。

　遊休土地の入札公告１件　１
件売却
  売却予定地に看板を設置
　以前に入札公告を行った物件
（７件）の先着順売払いを実施
しましたが、応募はありません
でした。

・整備した公有財産台帳の精
査
・遊休土地の入札公告の実施
予定　２件

　整備した公有
財産台帳から遊
休土地のリスト
化

　遊休土地の入
札公告の実施

　遊休土地の入
札公告の実施
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第２次行政改革　平成２５年度実施計画書一覧表

２．財政の健全化

平成２４年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

項
目
№

重点等
項目 目的・目標 具体的な取組概要

Do【実施】
取組実績

Plan【計画】
主な取組み

委員会コメント
Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

担当課
/係

/担当者

これまでの取組み
と課題

実施方針 平成２５年度区分
第2次美里町
行政改革大
綱・記載項目

17

企業立地の推
進

（立地したく
なるような魅
力あるまちづ
くり、地元企
業に対する支
援）

企画財政課
/企業立地推進
係

進捗管理者
 佐々木　義則
担当者
 小林　誠樹

　平成１９年度に企業誘
致等行動計画を策定し、
取組みを開始し、新規企
業の誘致及び既存企業の
支援を行ってきました。
これまで、既存企業の３
社が増設、新規企業４社
と立地協定を締結しまし
た。

【目的・目標】
　企業誘致の実現と町内
企業の経営状況の改善に
向けた取組みを推進しま
す。

【指標】
　工業統計調査による、
製造品等出荷額

【目標値】
　　２８０億円

　立地候補地の条件整備
を進めます。

・企業立地セミナーの開催
・企業訪問の実施
・新規企業３社が操業

・企業立地セミナーの開催
・企業訪問の実施

・企業立地セミ
ナーの開催
・企業訪問の実
施

・企業立地セミ
ナーの開催
・企業訪問の実
施

・企業立地セミ
ナーの開催
・企業訪問の実
施

18

その他広告収
入等収入増施
策

（町広報紙、
ホームページ
への広告掲
載、住民バス
等への広告掲
載）

総務課
/総務係

進捗管理者
　高橋　章一
担当者
　加藤　敏典

　平成２０年度から広報
紙及び町のホームページ
への広告掲載を実施まし
た。
　平成２３年度時点で、
広報紙は、掲載枠に多く
の申込みがあるのに対し
て、町のホームページ
は、広告掲載の申込みが
少ない状況にあります。
　平成２３年度　１１５
万円

【目的・目標】
　広報紙、町のホーム
ページへの広告掲載を推
進し、自主財源の確保に
努めます。

【指標】
　広告収入額

【目標値】
　１４０万円

　広報紙、町のホーム
ページのほか、住民バス
未利用地での看板事業等
の可能性を検討し、財源
の確保に努めます。

　広報紙、町のホームページへ
の広告掲載主を募集し、自主財
源の確保に努めました。
　その結果、広報紙の広告掲載
の申込みが多くなりました。

　平成２４年度　１４５万円

　広報紙、町のホームページ
への広告掲載の募集

・広報紙、町の
ホームページへ
の広告掲載の募
集
・有効な広告媒
体の検討

・広報紙、町の
ホームページへ
の広告掲載の募
集
・有効な広告媒
体の検討

・広報紙、町の
ホームページへ
の広告掲載の募
集
・有効な広告媒
体の検討

※　一つの項目で、複数の指標設定している場合、又は、担当課が異なる場合、「項目№」に枝番を付してします。
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第２次行政改革　平成２５年度実施計画書一覧表

３．地方公営企業等の経営安定化

平成２４年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

項
目
№

重点等
項目 目的・目標 具体的な取組概要

Do【実施】
取組実績

Plan【計画】
主な取組み

委員会コメント
Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

19

水道事業の経
営健全化

（民間委託も
含めた中長期
運営方針策
定、水道料金
の改定）

水道事業所
/総務係

進捗管理者
　早坂　由紀夫
担当者
　齋藤　くみ子

 浄水場の建設、老朽管
更新によって、借入金の
償還額が増加し、平成２
０年度から単年度収支が
赤字、平成２１年度に浄
水場の運転業務を委託、
日本水道協会の経営診断
を基に、財政計画（案）
を作成し、段階的な料金
の見直しの検討を行いま
した。

【目的・目標】
　安全で安定したおいし
い水を供給する水道事業
の経営の健全化に努めま
す。

【指標】
　単年度収支の黒字化
（経常収支比率）

【目標値】
　１００％

　経営の効率化及び経営
基盤の強化に努め、業務
のさらなる委託化、住民
負担に配慮しつつ適正な
料金体系の改定を行いま
す。

　財政計画を策定し、平成２５
年度、平成２６年度に段階的に
料金を見直すこととしました。
　
　実績値　９４．３％

・小牛田地域、南郷地域の水
道料金格差を調整し、平成２
５年５月徴収分から料金改定
の実施
・水道料金納入の利便性を図
るためコンビニ収納の実施
・財政計画と実際の収支の比
較及び検証

･水道料金の見直
し(統一水道料金
の実施）
・財政計画と実
際の収支の比較
及び検証

・委託可能業務
の洗い出し
・近隣事業体の
委託業務の情報
収集
・財政計画と実
際の収支の比較
及び検証

・委託可能業務
の実施検討
・財政計画と実
際の収支の比較
及び検証
・水道料金改定
時期の検証

20

町立南郷病院
の経営健全化

（検診による
収益増、大崎
圏域医療機関
との連携強
化）

町立南郷病院
/事務局

進捗管理者
　大橋　浩二
担当者
　須田　政明

　平成２０年度に病院事
業改革プランを策定、検
討委員会による点検及び
評価を行ってきました。
平成２０、２１年度は、
単年度収支が黒字化しま
したが、その後、常勤医
不足等から赤字となり、
医師の確保が課題となっ
ています

【目的・目標】
　地域医療及び初期の救
急医療を担う町立南郷病
院の経営の健全化に努め
ます。
　
【指標】
　単年度収支の黒字化
（経常収支比率）

【目標値】
　１００％

　医師数を確保し、安定
した病院運営に努めま
す。検診の実施、検査受
注、訪問診療の充実に努
めながら、初期の救急医
療を担いつつ、遠田・大
崎地区の医療機関と連携
し、救急医療体制の充実
を図ります。
　また、職員の自己啓発
の誘発及び接遇研修に力
を入れ、イメージの向上
に努めます。

　地域の初期の救急医療に努
め、医療の質の向上を目指しな
がら、経営の安定化に努めまし
た。
・職員の接遇研修の実施
・住民、職員検診の実施
・初期緊急医療体制の確保
・在宅訪問診療の実施
・常勤医の確保
・検査受注

　将来目標の１００％には達し
なかったが、改革プランの平成
２４年度目標の９８．５％に対
して９９．４％となり改善が図
られた。

　地域の初期の緊急医療に努
め、医療の質の向上を目指し
ながら、経営の安定化に努め
ます。
・職員の接遇研修の実施
・住民、職員検診の実施
・初期緊急医療体制の確保
・在宅訪問診療の実施
・常勤医の確保
・検査の受注
・診療科目の充実

・職員の接遇研
修の実施
・住民、職員検
診の実施
・初期緊急医療
体制の確保
・在宅訪問診療
の実施
・常勤医の確保
・検査の受注
・診療科目の充
実

・職員の接遇研
修の実施
・住民、職員検
診の実施
・初期緊急医療
体制の確保
・在宅訪問診療
の実施
・常勤医の確保
・検査の受注
・診療科目の充
実

・職員の接遇研
修の実施
・住民、職員検
診の実施
・初期緊急医療
体制の確保
・在宅訪問診療
の実施
・常勤医の確保
・検査の受注
・診療科目の充
実

21 ◎

下水道事業の
経営健全化

（普及率及び
水洗化率の向
上、料金の適
宜な見直し）

建設課
/庶務係

進捗管理者
　花山　智明
担当者
　田村　太市

　平成１９、２２年度に
使用料の改定を行いまし
た。
　また、金各種イベント
会場での普及啓発活動を
実施し、下水道の普及・
啓発に努めました。今
後、地方公営企業法適用
の検討を進める必要があ
ります。

　平成２３年度水洗化率
　・公共　７３．１％
　・農集　６７．３％

【目的・目標】
　地域の生活環境の改善
に向け、水洗化を推進
し、下水道事業の経営の
健全化に努めます。
【指標】
　水洗化率の向上

【目標値】
　公共　７６．０％
　農集　７３．０％

　各種イベント等におけ
る啓発活動、改修資金の
利子補給による水洗化を
推進します。
　下水道事業の健全化の
ため、住民負担に配慮し
つつ、適正な使用料の料
金体系の検討を進めなが
ら、下水道事業の地方公
営企業法適用に向けた準
備を進めます。

　各種イベントに参加（２回）
し、下水道の普及啓発活動を行
いました。また、側溝からの悪
臭の苦情が寄せられた地域を戸
別訪問し、水洗化について周知
しました。
　個別訪問件数　　１０件
　加入（公共）　１４６件
　融資斡旋（公共）　１件
　加入（農集）　　５７件
　融資斡旋（農集）　１件

　地方公営企業法適用について
は、他の自治体の先行事例及び
日本下水道協会の資料を基に、
取り組むべき項目及びスケ
ジュールについて検討を進めま
した。

・産業まつりで、下水道普及
ブースを設営し、下水道の普
及啓発に努めます。
・戸別訪問及びポスティング
活動を行います。
・地方公営企業法適用に向け
た、今後のスケジュールを明
確にします。
・移行に必要な事項の洗い出
しを行います。
・固定資産台帳等の各種台帳
の整備を進めます。

・イベント等
で、下水道普及
ブースを設営
し、下水道の普
及啓発に努めま
す。
・戸別訪問及び
ポスティング活
動を行います。
・組織体制の検
討
・資産評価
・会計システム
の検討

・イベント等
で、下水道普及
ブースを設営
し、下水道の普
及啓発に努めま
す。
・戸別訪問及び
ポスティング活
動を行います。
・条例等の整
備、課及び係の
体制の確立
・会計システム
の試行

・イベント等
で、下水道普及
ブースを設営
し、下水道の普
及啓発に努めま
す。
・戸別訪問及び
ポスティング活
動を行います。
・地方公営企業
法の適用開始

22

第三セクター
の経営改善

（経営状況評
価、将来性の
検証、経営状
況評価、将来
性の検証）

産業振興課
/農業振興係
/商工振興係

進捗管理者
　繁泉　久弥

担当者
　佐々木　榮一

　（有）とんたろうは、
農業振興を担い、加工肉
等の卸・販売、（有）ふ
れあい公社は、交流の
森・交流館の指定管理者
として、住民の余暇活
動、地域住民と都市住民
の交流活動を推進してい
ます。

（有）南郷ふれあい公
社・・・３月決算（５月
総会）
（有）とんたろう・・・
８月決算（１０月総会）

【目的・目標】
　第３セクターの設立目
的を達成するための活動
を支援します。

【指標】
　単年度収支の黒字化
（当期純利益）

【目標値】
　２社

　（有）とんたろうは、
黒字決算となっています
が、直販による収益性を
高めるため、物産・観光
イベント情報の提供によ
り販売機会の増加等の支
援を行います。
　交流の森・交流館の指
定管理者である（有）南
郷ふれあい公社は、一般
客の受入れ増加による収
益の改善に向けた検討を
進めます。

　（有）とんたろう
・ホームページの開設
・個人顧客向け産直ギフトの取
組
・各種イベントへの出店
　（有）南郷ふれあい公社
・施設の修繕を実施
・商工会、スポーツ団体等地域
の団体との共催による施設利用
の推進
・インターネットや新聞広告等
によるＰＲ

　（有）とんたろう
・各種イベントの情報提供
・積極的な商品提案による仙
台圏でのシェアの拡大
・産直市場、直売ギフトの販
売力の強化
　（有）南郷ふれあい公社
・商工会、スポーツ団体等地
域の団体との共催による施設
利用の推進
・インターネットや新聞広告
等によるＰＲ

　(有)とんたろ
う
・イベント情報
の提供
・産直市場、直
売ギフトの取組
　(有)南郷ふれ
あい公社
・商工会、ス
ポーツ団体等地
域の団体との共
催による施設利
用の推進
・インターネッ
トや新聞広告等
によるＰＲ

　(有)とんたろ
う
・イベント情報
の提供
・産直市場、直
売ギフトの取組
　(有)南郷ふれ
あい公社
・商工会、ス
ポーツ団体等地
域の団体との共
催による施設利
用の推進
・インターネッ
トや新聞広告等
によるＰＲ

　(有)とんたろ
う
・イベント情報
の提供
・産直市場、直
売ギフトの取組
　(有)南郷ふれ
あい公社
・商工会、ス
ポーツ団体等地
域の団体との共
催による施設利
用の推進
・インターネッ
トや新聞広告等
によるＰＲ

※　一つの項目で、複数の指標設定している場合、又は、担当課が異なる場合、「項目№」に枝番を付してします。

担当課
/係

/担当者

これまでの取組み
と課題

実施方針 平成２５年度区分
第2次美里町
行政改革大
綱・記載項目
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第２次行政改革　平成２５年度実施計画書一覧表

平成２４年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

項
目
№

重点等
項目 目的・目標 具体的な取組概要

Do【実施】
取組実績

Plan【計画】
主な取組み

委員会コメント
Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

23

意識改革推進
プログラムの
策定と実行

（事業評価、
政策過程にお
ける住民参加
制度導入によ
る職員意識の
向上）

総務課
/人事給与係

進捗管理者
　髙橋　章一
担当者
　日野　剛

　委員会委員の公募制、
パブリックコメント手続
の導入による職員意識の
向上に努めました。

【目的・目標】
　平成２５年度上半期ま
でに、人材育成方針を策
定し、職場環境及び人事
管理並びに仕事の進め方
の改善、研修の充実等の
各項目ごとに、具体的に
取組みを推進します。

【指標】
　実施計画の策定

【基準値】
　策定の有無

　平成２５年度中に、実施
計画を策定します。
１．職場環境の改善
（１）職場の自己診断
（２）職員の改善提案
２．人事管理
（１）人事異動方針
（２）外部人材の登用
（３）定員適正化計画
（４）人事評価制度
３．仕事の進め方
（１）事務目標の設定
（２）意思決定の迅速化
４．研修の充実
（１）職場研修の意識付け
（２）庁内実務研修
（３）専門研修

　人材育成方針（案）を策定 　人材育成方針に基づく、実施計
画の検討及び作成

　職員アンケー
トの実施

　職員アンケー
トの実施

　職員アンケー
トの実施

24

職員の倫理規
程及び行動規
範の策定と公
表

（利害関係者
との禁止事
項、説明責任
の徹底、要
望・苦情への
真摯な対応と
情報共有、積
極的な地域行
事への参加）

総務課
/人事給与係

進捗管理者
　日野　剛
担当者
　加藤　千尋

　平成２１年度に職員の
倫理規程を策定しまし
た。

【目的・目標】
　職務の執行の公正さに
努め、住民から疑念や不
信を抱かれることなく、
住民から信頼されうよる
努めます。

【指標】
　懲戒処分者数

【基準値】
　０人

　職員倫理規程の順守の徹
底、苦情申出制度の導入と
情報管理体制の確立を図り
ます。

　職員への綱紀保持の周知等の
ほかに、平成２４年５月に美里
町苦情取扱規程を施行し、これ
まで、統一されていなかった苦
情の取扱いに関し、対応方法を
定めました。

・職員への綱紀保持の周知等
・苦情申出に対する対応管理

・職員への綱紀
保持の周知等
・苦情申出に対
する対応管理

・職員への綱紀
保持の周知等
・苦情申出に対
する対応管理

・職員への綱紀
保持の周知等
・苦情申出に対
する対応管理

25

職員懲罰規程
の改定と公表

（飲酒運転、
不正関与の厳
罰化等）

総務課
/人事給与係

進捗管理者
　日野　剛
担当者
　加藤　千尋

　平成２１年４月に懲戒
処分等に関する規程及び
懲戒処分等の公表基準に
関する規程を策定しまし
た。

【目的・目標】
　職員の不祥事に対して
は、厳しい姿勢で臨み、
住民に対する説明責任を
果たし、住民に信頼され
る公正で透明な町政の確
立を目指します。

【指標】
　懲戒処分者数

【基準値】
　０人

　各種条例等により適切な
対応を行います。

　職員への綱紀保持の周知等 　職員への綱紀保持の周知等 　職員への綱紀
保持の周知等

　職員への綱紀
保持の周知等

　職員への綱紀
保持の周知等

26 ◎

実績主義によ
る人事評価制
度の導入

（努力し成果
を上げた職員
が認められる
制度の導入、
業績評価の導
入と活用）

総務課
/人事給与係

進捗管理者
　髙橋　章一
担当者
　日野　剛

　人事評価に関する研修
会に人事担当者が参加し
ましたが、具体的には、
取り組めていません。

【目的・目標】
・計画的な人材の育成
・職員資質の向上
・組織風土の変革

【指標】
　制度導入時に設定

【目標値】
　制度導入時に設定

　人材育成方針に基づき、
関連する項目を整理し、人
事評価の取組みを進めま
す。
　目標管理を導入し、業務
成果と人事評価の連携につ
いて検討を進めます。

　人事管理の取組みとして、平
成２５年４月１日の人事異動に
際して、人事異動方針を作成
し、人事異動をする目的を明確
にしました。

・人事評価の制度（案）の作成
・職員へ周知

・試行（管理
職）
・評価者（管理
職等）研修

・試行（その他
職員）
・評価者（管理
職等）研修
・全職員研修

　本格導入

27

決裁権限見直
しなどによる
決裁時間の大
幅縮減

（意思決定の
迅速化）

総務課
/文書法令係

進捗管理者
　髙橋　章一
担当者
　加藤　敏典

　平成１９年、平成２１
年、平成２２年に専決事
項の見直しを行うととも
に、平成２３年から電子
決裁を導入しました。

【目的・目標】
　組織的な意思決定の迅
速化に努めます。

【指標】
　専決事項見直し件数

【目標値】
　課題精査後に設定

　各課の報告・連絡・相談
の徹底、他の行革取組項目
の住民等からの施策提案に
対する管理から、未決事項
の把握に努めます。
　また、専決事項の見直し
を検討するとともに、文書
の電子化の推進を図りま
す。

　他の行革取組項目ですが、住
民からの施策提案、３月議会定
例会から議会で「検討」と答弁
した事項について管理する取組
みを進めました。
　また、課設置の見直しに併せ
て、専決事項を精査し、改正し
ました。

　専決事項の見直しが必要か課題
の洗い出しを行います。

　専決事項の見
直し

４．職員の意識改革と職員管理、人材育成の強化

平成２５年度実施方針区分
第2次美里町
行政改革大
綱・記載項目

これまでの取組み
と課題

担当課
/係

/担当者
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第２次行政改革　平成２５年度実施計画書一覧表

平成２４年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

項
目
№

重点等
項目 目的・目標 具体的な取組概要

Do【実施】
取組実績

Plan【計画】
主な取組み

委員会コメント
Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

４．職員の意識改革と職員管理、人材育成の強化

平成２５年度実施方針区分
第2次美里町
行政改革大
綱・記載項目

これまでの取組み
と課題

担当課
/係

/担当者

28

外部人材導入
による活性化
と職員の意識
改革

（各種委員
会、審議会等
へ高度な専門
知識を有する
人材の活用）

総務課
/人事給与係

進捗管理者
　髙橋　章一
担当者
　日野　剛

　平成２０年度から３年
間、企業誘致推進専門員
を配置しました。

【目的・目標】
　外部人材の登用により
組織全体の活性化及び職
員の意識改革を進めま
す。

【指標】
　外部人材の登用者総数

【目標値】
　３人

　宮城大学等、産学連携に
よる人材の活用、専門員の
配置検討を進めます。
　また、任期付職員等の採
用について、検討します。

　専門員の配置分野の検討を進
めました。

　徴収体制の強化、徴収ノウハウ
の構築のため、外部から徴収特別
指導員１人を配置します。

　徴収体制の強
化、徴収ノウハ
ウの構築のた
め、外部から徴
収特別指導員１
人を配置しま
す。

29 ◎

　職員研修制
度（人材育成
制度）の確立
と計画的な実
行

（職階別、専
門、自主、職
場等の研修体
系の整備と受
講徹底、自主
学習の推奨）

総務課
/人事給与係

進捗管理者
　髙橋　章一
担当者
　日野　剛

　外部研修を主に実施し
てきましたが、積極的に
人材育成に取り組んでき
ませんでした。そこで、
平成２３年度から基本で
ある接遇研修を全職員を
対象に実施しました。
　しかし、通常業務が忙
しいという理由で、研修
に参加できない職員もい
ました。

【目的・目標】
　職員の役割は、質の高
い仕事を通じて、住民に
質の高いサービスを提供
することにあることか
ら、職員個々の能力開発
を効果的に推進するため
に研修の充実を図る。

【指標】
　研修受講者数

【基準値】
（平成２４年度研修受講
者数を基準値としまし
た。）
　３２０人

　人材育成方針に基づき、
中長期職員研修計画を策定
し、テーマに応じた、町主
催研修、庁内実務研修、派
遣研修を進めます。
　また、自己学習を推進す
るための支援体制づくりを
進めます。
　接遇マナーの向上の取組
みとしては、窓口等の接遇
の外部評価を導入します。

　年次研修計画に基づき、階
層・実務等の目的に応じて、町
主催及び派遣研修を実施しまし
た。
【町主催研修】
・クレーム対応研修（参加者
178人）
・ファシリテーター研修（24
人）
・ＯＪＴ研修（17人）
【庁内実務研修】
・新規採用職員研修（5人）
・労務管理研修（20人）
・情報システム研修（39人）
【派遣研修】
・階層別研修（19人）
・専門研修（会計学、契約事
務、法令実務、課税・徴収・住
基事務）（18人）
　

　研修受講者総数　３２０人

・中長期の研修計画の策定
・臨時、非常勤職員の接遇研修の
実施
・窓口等の接遇の外部評価の実施
【町主催研修】
・接遇マナー向上研修（新採・臨
時・非常勤職員対象、職員対象）
（参加者200人）
・ファシリテーター研修（20人）
・政策法務研修（10人）
【庁内実務研修】
・新規採用職員研修（2人）
・契約実務研修（20人）
・公営企業会計研修（10人）
・債権管理研修（40人）
・情報システム研修（20人）
【派遣研修】
・階層別研修（20人）
・専門研修（債権管理、条例・規
則作成、会計学等）（10人）

　研修受講者総数　３５２人

・中長期の研修
計画に基づく研
修（町主催、庁
内実務、派遣）
の実施
・臨時、非常勤
職員等の接遇研
修の実施
・窓口等の接遇
の外部評価の実
施

・中長期の研修
計画に基づく研
修（町主催、庁
内実務、派遣）
の実施
・臨時、非常勤
職員等の接遇研
修の実施
・窓口等の接遇
の外部評価の実
施

・中長期の研修
計画に基づく研
修（町主催、庁
内実務、派遣）
の実施
・臨時、非常勤
職員等の接遇研
修の実施
・窓口等の接遇
の外部評価の実
施

30

職員定員適正
化計画の策定
と公表

（所属別職員
数の公表）

総務課
/人事給与係

進捗管理者
　髙橋　章一
担当者
　日野　剛

　定員適正化計画を策定
すると共に、人件費の公
表を行ってきました。

職員数の推移
　平成１９年度
　　３２２人
　平成２３年度
　　２８１人

【目的・目標】
　効率的な組織を構築す
るため、最少の経費で、
最大の効果を上げるた
め、職員の適正な配置を
目指します。

【指標】
　４月１日現在の職員数

【目標値】
　２６０人

　広報紙及び町のホーム
ページで人件費等について
公表するとともに、施策展
開及び行政改革の推進と連
携し、適切な見直しと目標
管理に努めます。

　類似団体と比較としながら、
美里町の地域特性、職員階層、
職種等を考慮し、職員数の適正
な管理に努めました。

平成２４年４月１日現在
　２７５人

　平成２４年度中の職員の増減
　・退職（定年）　８人
　・退職（勧奨）　４人
　・自己都合退職　１人
　
　・新採　　　　　４人

　類似団体と比較しながら、美里
町の地域特性、職員階層、職種等
を考慮し、職員数の適正な管理に
努めます。

平成２５年４月１日現在
　２６６人

　類似団体と比
較しながら、美
里町の地域特
性、職員階層、
職種等を考慮
し、職員数の適
正な管理に努め
ます。

　類似団体と比
較しながら、美
里町の地域特
性、職員階層、
職種等を考慮
し、職員数の適
正な管理に努め
ます。

　類似団体と比
較しながら、美
里町の地域特
性、職員階層、
職種等を考慮
し、職員数の適
正な管理に努め
ます。

31

民間手法の積
極的導入

（改善提案、
目標管理等の
導入）

総務課
/総務係

進捗管理者
　髙橋　章一
担当者
　加藤　敏典

　政策評価を導入しまし
たが、特に、民間手法と
位置付けた取組みは行っ
ていません。
　また、総合計画の施策
管理に目標設定を行いま
した。

【目的・目標】
　すべての係が業務目標
及びスケジュールを明確
にし、毎年度取り組むべ
き項目について議論する
職場環境を整備し、職員
の目的意識の向上に努
め、職場の雰囲気を改善
した上で、毎年度、各課
から改善の提案を提出さ
せます。

【指標】
　１課（室）１提案の実
施

【目標値】
　１７件

　総合計画の施策について
目標管理を導入。業務の目
標管理については、人事評
価の取組みとあわせて検討
を進めます。事務改善につ
いては、庁内の内部統制の
強化から、日常的に事務改
善を行える環境づくりに努
めます。
　また、下水道事業の複式
簿記の導入について検討を
進めます。

　職場での実践が一番大切であ
ることから、各課において、身
近なことから事務改善するよう
指示しました。

・スプリングレビューを実施し、
スケジュール管理、係の目標、取
組項目等について、副町長ヒアリ
ングを実施します。
・スケジュール管理フォームの統
一化の検討
・各課職場でのミーティングの推
進
・改善提案の実施検討

・スプリングレ
ビューの実施
・スケジュール
管理、目標管理
の徹底
・各課職場での
ミーティングの
推進
・１課（室）１
提案の実施

・スプリングレ
ビューの実施
・スケジュール
管理、目標管理
の徹底
・各課職場での
ミーティングの
推進
・１課（室）１
提案の実施

・スプリングレ
ビューの実施
・スケジュール
管理、目標管理
の徹底
・各課職場での
ミーティングの
推進
・１課（室）１
提案の実施

※　一つの項目で、複数の指標設定している場合、又は、担当課が異なる場合、「項目№」に枝番を付してします。
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第２次行政改革　平成２５年度実施計画書一覧表

５．住民の理解を得た協働システムの構築と推進

平成２４年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

項
目
№

重点等
項目 目的・目標 具体的な取組概要

Do【実施】
取組実績

Plan【計画】
主な取組み

委員会コメント
Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

32

自治基本条例
の制定と運用

（まちづくり
の基本となる
町、議会、住
民、団体等の
役割の明確
化）

まちづくり推
進課
/まちづくり推
進係

進捗管理者
　武田　啓一
担当者
　佐野　仁

　積極的に学んでいる住
民や団体もありますが、
具体的な取組みは行って
いません。

【目的・目標】
　住民参画と協働による
住民主体の自治の在り方
等に係る基事項の明確化
を図ります。

【指標】
　自治基本条例制定の検
討

【基準値】
　

　情報発信等に努めなが
ら住民参画を推進し、条
例制定の必要性について
検討を進めます。

　現行の法令、条例等により適
正な行政運営に努めながら、自
治基本条例について情報の収集
を行いました。

　自治基本条例の必要性につ
いての内部検討並びに積極的
に学んでいる住民及び団体と
の意見交換を進めます。

・職員の検討会
・住民及び団体
との意見交換
・行政参加等の
現状把握（検証
と分析）

　論点整理と方
向性を定める。

33

地域づくり支
援制度の確立

（退職者の参
加誘導、既存
人材バンクの
再編整備、
リーダー育
成、助言・指
導）

まちづくり推
進課
/まちづくり推
進係

進捗管理者
　佐野　仁
担当者
　堀田　修一

　行政区を対象にコミュ
ニティ、自主防災・防
犯、高齢者生きがい、環
境美化事業を行い、全行
政区で取組まれました。
　平成２３年度は、各行
政区を訪問し、地域づく
りについて意見交換を行
いました。
　なお、人材バンク等へ
の取組みは行っていませ
ん。

【目的・目標】
　地域活動の場の提供、
地域活動情報の発信か
ら、地域活動の活性化を
支援します。
　
【指標】
　地域づくり支援事業の
実施率

【基準値】
　１００％

　地域活動を推進するた
めに、地域づくり支援事
業の充実を図りながら、
優秀な人材を地域が活用
できるように、人材バン
ク登録制度の見直しを行
い、地域活動の活性化を
図ります。

　全６４行政区で地域づくり支
援事業を実施、地域活動施設整
備支援事業で活動施設の整備を
推進しました。また、地域活動
の課題を把握するために、各行
政区訪問（歩くまちづくり推進
事業）を実施しました。

　新たな行政区である駅東行
政区を含めた全６５行政区で
の地域づくり支援事業の実施
を支援します。また、人材バ
ンク登録内容を精査し、求め
られるニーズへの活用方法に
ついて検討を進めます。
　なお、宮城大学と連携しな
がら各行政区の課題解決に向
けた取組みを推進していきま
す。また、引き続き、歩くま
ちづくり推進事業を実施しま
す。

・地域づくり支
援事業の継続
・人材バンクの
創設と周知
・歩くまちづく
り推進事業の実
施

・地域づくり支
援事業の継続
・人材バンクの
周知
・歩くまちづく
り推進事業の実
施

・地域づくり支
援事業の継続
・人材バンクの
周知
・歩くまちづく
り推進事業の実
施

34

定期的行政・
住民懇談会の
実施

（行政情報の
提供、住民
ニーズの把
握、住民懇談
会の目的の明
確化と開催形
態の多様化）

総務課
/広報広聴係

進捗管理者
　相澤　直子
担当者
　高橋　宏明

　町主催の定期的な住民
懇談会について、毎年開
催してきましたが、参加
者が少なく、テーマ及び
開催方法について検討す
る必要があります。
　住民懇談会の開催状況
・平成１９年度
　９会場１５０人
・平成２０年度
　９会場１４７人
・平成２１年度
　２０会場２６６人
・平成２２年度
　９会場１８６人
・平成２３年度
　９会場　８７人

【目的・目標】
　住民に、より分かりや
すい形での住民懇談会の
開催に努めます。

【指標】
　住民懇談会の参加者数

【目標値】
　２００人

　広聴活動を充実するた
めに、出前型の住民懇談
会を開催します。

　住民懇談会については、これ
まで、休日・夜間の開催日を設
けながら町で日程を決めて開催
してきましたが、平成２４年度
から、地域及び団体の要望に応
じて開催しました。
　６回開催　１８９人

　住民懇談会の制度を周知
し、開催要望の増加につなげ
ます。
　広聴機能の強化について
は、「№１行政情報のわかり
やすい積極的な公表と説明責
任の確立」で多様なツールの
検討を進めます。

　住民懇談会の
制度の周知

　住民懇談会の
制度の周知

　住民懇談会の
制度の周知

35

住民協働によ
るまちづくり
システムの構
築と推進

（行政と住
民、団体の話
し合いによる
役割分担の明
確化、まちづ
くり推進体制
の構築）

まちづくり推
進課
/まちづくり推
進係

進捗管理者
　武田　啓一
担当者
　佐野　仁

　平成２０年度にまちづ
くり会議と協働による
「転入者にやさしいガイ
ドブック」を作成しまし
たが、その他に新たな取
組みは、行っていませ
ん。

平成２３年度のＮＰＯ法
人数　６団体

【目的・目標】
　高まる行政需要に対し
てＮＰＯ等、多様な担い
手と連携したまちづくり
の推進体制を構築しま
す。
　
【指標】
　町内に活動拠点を置く
ＮＰＯ法人数

【目標値】
　８団体

　みさと地域活動サポー
トセンターを中核に位置
付け、情報発信、研修、
相談体制の充実を図り、
住民活動を推進します。

　ＮＰＯ等の活動を支援するみ
さと地域活動サポートセンター
の設立を支援しました。

　みさと地域活動サポートセ
ンターを拠点として、各種研
修会の開催や相談体制の充実
を図ります。

・各種研修会の
実施
・相談体制の確
立
・情報の提供

・各種研修会の
実施
・相談体制の確
立
・情報の提供

・各種研修会の
実施
・相談体制の確
立
・情報の提供

※　一つの項目で、複数の指標設定している場合、又は、担当課が異なる場合、「項目№」に枝番を付してします。

担当課
/係

/担当者

これまでの取組み
と課題

実施方針 平成２５年度区分
第2次美里町
行政改革大
綱・記載項目
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第２次行政改革　平成２５年度実施計画書一覧表

平成２４年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

項
目
№

重点等
項目 目的・目標 具体的な取組概要

Do【実施】
取組実績

Plan【計画】
主な取組み

委員会コメント
Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

36
-1

◎

事務事業の委
託化方針の策
定

（住民サービ
スの向上と経
費節減の両面
からの検証）

総務課
/行政改革推進
係

進捗管理者
　髙橋　章一
担当者
　小野　英樹

　住民バスの運行及び浄
水場の管理の委託、地区
館及びスポーツ施設の指
定管理者制度の活用を行
いましたが、具体的な方
針は策定していません。

【目的・目標】
　民間でできることは民
間に委ね、行政の効率化
を図ります。

【指標】
　新たな委託事務事業数

【目標値】
　4件

　平成２５年度にアウト
ソーシング方針を策定
し、住民サービスの向上
に関する視点を加味しつ
つ、実施に向けて、行政
の専門分野及び現業職の
職場等について、担当課
と協議を進めます。

　サマーレビュー（夏季政策協
議）を行い、事務課題と委託可
能事務のヒアリングを行うとと
もに、委託事務の分類整理を行
いましたが、委託事務の要望
は、多くありませんでした。

委託化方針の策定
・行政の専門分野であった庁
内事務の委託化の検討
・現業職の業務の委託化の検
討

36
-2

事務事業の委
託化方針の策
定

（住民サービ
スの向上と経
費節減の両面
からの検証）

町民生活課
/住民係

進捗管理者
　後藤　康博
担当者
　扇子　美津男

- -

　窓口業務（証明書発
行、国保等）体制の検討

　退職者不補充等による不足人
員は、臨時職員等で対応しまし
た。

　委託化可能窓口事務及び課
題の洗い出しを行います。

36
-3

事務事業の委
託化方針の策
定

（住民サービ
スの向上と経
費節減の両面
からの検証）

子ども家庭課
/子育て支援係

進捗管理者
　安部　直司
担当者
　櫻井　英治

- -

　保育所の給食調理・運
搬体制の検討
 （３歳未満児の外部給
食は認められていな
い。）

　退職者不補充等による不足人
員は、臨時職員等で対応しまし
た。

　認定こども園の検討を進め
ます。

36
-4

　

事務事業の委
託化方針の策
定

（住民サービ
スの向上と経
費節減の両面
からの検証）

教育総務課
/総務係

進捗管理者
　大友　義孝
担当者
　寒河江　克哉

- -

　学校・幼稚園の給食調
理体制の検討
　（学校教育環境審議会
での審議結果後、本格的
に取組み)

　退職者不補充等による不足人
員は、臨時職員等で対応しまし
た。

・こごた幼稚園の認定こども
園の申請、認定こども園での
給食提供及び提供体制の検討
・南郷学校給食センターの給
食運搬業務の委託

36
-5

事務事業の委
託化方針の策
定

（住民サービ
スの向上と経
費節減の両面
からの検証）

教育総務課
/学校教育係

進捗管理者
　大友　義孝
担当者
　寒河江　克哉

- -

　学校業務員体制の検討
　（学校教育環境審議会
での審議結果後、本格的
に取組み)

　退職者不補充等による不足人
員は、非常勤職員等で対応しま
した。

・退職者不補充分を非常勤職
員で対応
・業務員の業務内容の精査

37
-1

施設管理の民
営化・委託化
方針の策定

（民間ができ
ることは民間
に委ねること
を基本とする
民営化・委託
化方針の策
定）

総務課
/行政改革推進
係

進捗管理者
　髙橋　章一
担当者
　小野　英樹

　文化会館、地区公民
館、スポーツ施設につい
て指定管理者制度に移行
しました。

【目的・目標】
　民間でできることは民
間に委ね、行政の効率化
を図ります。

【指標】
　指定管理者制度への移
行数

【目標値】
　５件

　アウトソーシング方針
を策定する際に、住民
サービスの向上に関する
視点を加味し、検証を進
めます。

　関係課と方向性について担当
者レベルでの協議を行い、方向
性の検討を進めることとしまし
た。

　事務事業の委託化方針と併
せて、施設管理の民営化方針
についても策定します。

37
-2

施設管理の民
営化・委託化
方針の策定

（民間ができ
ることは民間
に委ねること
を基本とする
民営化・委託
化方針の策
定）

子ども家庭課
/子育て支援係

進捗管理者
　安部　直司
担当者
　櫻井　英治

- 　保育所運営の検討（公
設民営化等）

　他市町保育所での児童受け入
れ支援、待機児童解消に向け、
小牛田地域にある保育所の増床
を行いました。これまでは、直
営方式による保育所の運営を目
指しておりましたが、職員数を
削減する中で、保育士を増員す
るのは難しいことから、子ども
子育て支援新制度の動向を見な
がら、公設民営方式について検
討することとしています。

　平成26年度中までに策定予
定の市町村子ども・子育て支
援事業計画の中で、今後の運
用形態を検討します。

　市町村子ど
も・子育て支援
事業計画と一体
的に、今後の運
営方法を検討し
ます。

実施方針 平成２５年度

６．簡素で効率的な組織体制の確立

区分
第2次美里町
行政改革大
綱・記載項目

担当課
/係

/担当者

これまでの取組み
と課題
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第２次行政改革　平成２５年度実施計画書一覧表

平成２４年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

項
目
№

重点等
項目 目的・目標 具体的な取組概要

Do【実施】
取組実績

Plan【計画】
主な取組み

委員会コメント
Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

実施方針 平成２５年度

６．簡素で効率的な組織体制の確立

区分
第2次美里町
行政改革大
綱・記載項目

担当課
/係

/担当者

これまでの取組み
と課題

37
-3

施設管理の民
営化・委託化
方針の策定

（民間ができ
ることは民間
に委ねること
を基本とする
民営化・委託
化方針の策
定）

子ども家庭課
/子育て支援係

進捗管理者
　安部　直司
担当者
　櫻井　英治

- - 　児童館運営の検討（公
設民営化等）

　平成26年度中に策定予定の市
町村子ども・子育て支援事業計
画の中で、今後の運用形態を検
討することとしています。

　平成26年度中に策定予定の
市町村子ども・子育て支援事
業計画の中で、今後の運営方
法を検討します。

　市町村子ど
も・子育て支援
事業計画と一体
的に、今後の運
営方法を検討し
ます。

37
-4

施設管理の民
営化・委託化
方針の策定

（民間ができ
ることは民間
に委ねること
を基本とする
民営化・委託
化方針の策
定）

教育総務課
/管理係

進捗管理者
　大友　義孝
担当者
　高橋　博喜

- - 　幼稚園運営の検討（公
設民営化等）

　こごた幼稚園の認定こども園
の申請に取り組んでおり、運営
については、検討しておりませ
ん。

　こごた幼稚園の認定こども
園の申請に取り組んでおり、
その後に、検討を進めます。

　策定される委
託化方針に基づ
き、教育委員会
として幼稚園の
運営方法を検討
します。

37
-5

施設管理の民
営化・委託化
方針の策定

（民間ができ
ることは民間
に委ねること
を基本とする
民営化・委託
化方針の策
定）

まちづくり推
進課
/生涯学習係

進捗管理者
　佐々木信幸
担当者
　佐々木　聡

- - 　コミュニティ施設運営
の検討（公設民営化等）

　既に、指定管理者制度に移行
した、社会教育施設及びスポー
ツ施設について、連絡会議を開
催し、円滑な情報の共有に努め
ました。
　新たな、施設の移行検討は、
行っていません。

　指定管理者が、適切な管理
運営ができるよう定期的な協
議の場を設け、地域活動の拠
点としての利用促進に努めま
す。

　指定管理者
が、適切な管理
運営ができるよ
う定期的な協議
の場を設け、地
域活動の拠点と
しての利用促進
に努めます。
 施設の位置付け
を再確認し、直
営で運営してい
る施設の運営方
法について検討
します。

　指定管理者
が、適切な管理
運営ができるよ
う定期的な協議
の場を設け、地
域活動の拠点と
しての利用促進
に努めます

　指定管理者
が、適切な管理
運営ができるよ
う定期的な協議
の場を設け、地
域活動の拠点と
しての利用促進
に努めます

37
-6

施設管理の民
営化・委託化
方針の策定

（民間ができ
ることは民間
に委ねること
を基本とする
民営化・委託
化方針の策
定）

教育総務課
/社会教育係

進捗管理者
　大友　義孝
担当者
　末永　裕悦

- - 　図書館運営の検討（公
設民営化等）

　正規職員の司書は１人で、非
常勤職員を採用し、運営しまし
た。

　民間委託の是非を検討する
に当たり、現状の課題や他の
自治体の取組み状況等情報の
収集に努めます。

　策定される委
託化方針に基づ
き、教育委員会
として図書館の
運営方法を検討
します。

38

事務事業評価
制度の充実

（目標志向、
成果重視の行
政の実現、自
ら考え行動で
きる職員の育
成、予算への
反映）

企画財政課
/政策係・財政
係

進捗管理者
 佐々木　義則
担当者
 小林　誠樹

　平成２１年度から事務
事業別予算の編成を実施
しました。
　また、目標志向、成果
重視を図るため、総合計
画に、新たに政策目標及
び施策の主要目標を設定
しています。

　事務事業評価から施策
評価へ手法を転換してお
り、施策目標の実現手段
として事務事業を実施し
ています。
　美里町総合計画実施計
画の年度ローリング及び
成果の把握を継続的に実
施するとともに、施策目
標の進捗管理を行いま
す。
　財政健全化計画を状況
に応じて見直しを図り、
予算へ反映させます。

　目的・目標をより意識
した事業展開を図るた
め、事業別予算から施策
別予算への移行を図り、
実施計画を作成しまし
た。

　

「№９総合計画の進行管
理の徹底」と一体的に進
めます。

― ― ― ― ― ― ― ―

39
-1

不断の組織体
制の見直し

（限られた職
員数の中で最
大限機能的な
組織機構の編
成）

総務課
/総務係

進捗管理者
　髙橋　章一
担当者
　小野　英樹

　総合支所方式を見直し
て分庁舎方式を採用し、
職員の集中と削減に努め
るとともに、重点課題に
取り組むために徴収対策
課、防災管財課等を新た
に設置しました。

【目的・目標】
　機能的な組織体制を構
築します。

【指標】
　課設置の見直し検討数

【目標値】
　５件

　組織機構の見直し検
討、必要に応じて事務委
任及び特区の活用につい
ても検討し、効率的な運
営を図ります。

　平成２５年４月から生涯学習
課を廃止し、既存のまちづくり
推進課に再編しました。
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第２次行政改革　平成２５年度実施計画書一覧表

平成２４年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

項
目
№

重点等
項目 目的・目標 具体的な取組概要

Do【実施】
取組実績

Plan【計画】
主な取組み

委員会コメント
Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

実施方針 平成２５年度

６．簡素で効率的な組織体制の確立

区分
第2次美里町
行政改革大
綱・記載項目

担当課
/係

/担当者

これまでの取組み
と課題

39
-2

不断の組織体
制の見直し

（限られた職
員数の中で最
大限機能的な
組織機構の編
成）

まちづくり推
進課
/まちづくり推
進係
進捗管理者
　佐々木信幸
担当者
　佐野　仁

－ － 　まちづくり、人づくり
の視点から住民参画と生
涯学習推進に向けた取組
みの中で、組織体制の見
直しの検討を進めます。

　住民参画及び生涯学習に関す
る取組みについて、より一層、
推進するために生涯学習課（ス
ポーツ推進、文化振興、生涯学
習）とまちづくり推進課（地域
づくり推進、国際交流推進等）
の２課を、平成２５年４月から
1つの課とし、施策連携の強化
体制と組織の効率化を図りまし
た。

検討完了、２課⇒１課に再編 － － － － － － －

39
-3

不断の組織体
制の見直し

（限られた職
員数の中で最
大限機能的な
組織機構の編
成）

徴収対策課
/徴収対策係

進捗管理者
　菅井　清
担当者
　門間　裕匡

－ － 　公債権及び私債権の組
織的な管理体制及び役割
の明確化を検討します。

　債権の現状分析及び課題の把
握に努めました。

　債権管理体制の強化のた
め、徴収対策課を設置してい
ますが、下記事項について取
組みながら、関係課との役割
について、一体的に検討を進
めます。
・収納率向上実施計画の策定
・実務担当者会議の開催
・庁内研修会の実施
・電算システムの機能検討

39
-4

不断の組織体
制の見直し

（限られた職
員数の中で最
大限機能的な
組織機構の編
成）

健康福祉課
/庶務係

進捗管理者
　渋谷　芳和
担当者
　櫻井純一郎

－ － 　健康づくり、各種福祉
施策を推進する取組みの
中で、組織体制の見直し
の検討も進めます。

　震災関連、債権管理等業務も
あり、保健及び福祉施策の推進
体制については、具体的な議論
は行いませんでした。

　保健及び福祉施策につい
て、健康福祉課で取り組んで
いるものの取組み範囲が広範
かつ多様化していることか
ら、円滑な施策管理を行うた
めに分室の役割、分課につい
て検討を進めます。

39
-5

不断の組織体
制の見直し

（限られた職
員数の中で最
大限機能的な
組織機構の編
成）

建設課
/庶務係

進捗管理者
　花山　智明
担当者
　田村　太市

－ － 　下水道事業の地方公営
企業法適用に向けた取組
みの中で、組織体制の見
直しの検討も進めます。

　地方公営企業法の適用につい
て、具体的になった段階で、一
体的に組織体制を検討します。

　下水道事業への地方公営企
業法の全部適用又は一部適用
とした場合における管理運営
上の課題及びリスクの洗い出
しを行います。

　地方公営企業
法の全部適用又
は一部適用に伴
う条例等の整備
と併せて課等の
組織体制につい
て検討します。

　これまでの検
討結果を基に、
組織体制の見直
しを行います。

　新体制で下水
道事業を実施し
ます。

39
-6

不断の組織体
制の見直し

（限られた職
員数の中で最
大限機能的な
組織機構の編
成）

子ども家庭課
/子育て支援係

進捗管理者
　安部　直司
担当者
　櫻井　英治

－ － 　子育て支援及び就学前
教育の充実に向けた取組
みの中で、組織体制の見
直しの検討も進めます。

　子ども子育て支援新制度の動
向を見極め、必要に応じて検討
します。

　子ども子育て支援新制度の
動向を見極め、必要に応じて
検討します。

※　一つの項目で、複数の指標設定している場合、又は、担当課が異なる場合、「項目№」に枝番を付してします。
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第２次行政改革　平成２５年度実施計画書一覧表

７．行政ニーズへの迅速、的確な業務運用の確立

平成２４年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

項
目
№

重点等
項目 目的・目標 具体的な取組概要

Do【実施】
取組実績

Plan【計画】
主な取組み

委員会コメント
Do【実施】
取組実績

Check【検証】
目標達成状況

Action【改善】
課題及び改善

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

Plan【計画】
主な取組み

40 ◎

住民ニーズの
適正な把握と
反映

（電子メー
ル、郵送、直
接相談、会
議、懇談会、
アンケートの
実施等意見の
一元集約、対
応）

総務課
/広報広聴係

進捗管理者
　相澤　直子
担当者
　高橋　宏明

　行政主体の住民懇談会
を、休日や夜間も含めて
開催してきましたが、参
加者は多くありませんで
した。また、多様な方法
で寄せられた情報の管理
について組織的な管理
は、行えていません。

【目的・目標】
　住民から寄せられた意
見等に対する組織的な対
応管理から、広聴機能の
強化に努めます。

【指標】
　データ管理の実施

【基準値】

　施策提案、苦情申出に
分類し、申出手法に関係
なく情報をデータ化し、
組織的に管理する仕組み
を確立し、他の広聴に関
連する取組項目と一体的
に進めます。

　提案箱の設置を機に、施策提
案と苦情申出に分類し、情報の
一元管理に努め、総務課に寄せ
られた内容については、担当課
任せにせずに、内容に関わらず
総務課で回答することとしまし
た。

・各課に寄せられる施策提案
及び苦情申出のデータ化の推
進
・寄せられる情報の分類、必
要な改善措置

総括及び継続し
た取組みの実施

総括及び継続し
た取組みの実施

総括及び継続し
た取組みの実施

41

窓口・公共施
設等の住民
サービスの充
実

（ワンストッ
プサービス、
利用者の利便
性向上、業務
全般のサービ
ス充実）

町民生活課
/住民係

進捗管理者
　後藤　康博
担当者
　扇子　美津男

　窓口で、転入転出に係
る手続の一覧及び申請書
類をお渡ししています。
また、税等の取組項目で
すが、コンビニ収納の実
施、小牛田及び南郷地域
での衛生、農政、教育関
係窓口の補完窓口業務、
職員の接遇研修に取り組
みました。

【目的・目標】
　わかりやすい案内、丁
寧な窓口対応から、住民
サービスの向上を図りま
す。

【指標】
　窓口利用者の満足度の
上昇

【基準値】
　平成２５年度の調査の
結果を基準値に設定

　総合案内、窓口の補完
業務の充実、証明書の自
動交付機の設置及びコン
ビニ交付の実施検討の他
に、多様な納付方法の検
討、職員の接遇の向上等
の他の取組項目と連携
し、住民サービスの充実
を図ります。

　本庁舎１階に各係の窓口誘導
ライン等を設置しました。

・窓口事務の職員マニュアル
の作成
・補完業務の内容精査
・来庁者窓口利用アンケート
調査の実施

・窓口及び補完
業務の内容の充
実
・コンビニ交
付、自動交付機
の設置検討
・来庁者窓口利
用アンケート調
査の実施

・マイナンバー
法の対応
・来庁者窓口利
用アンケート調
査の実施

・マイナンバー
法の対応
・来庁者窓口利
用アンケート調
査の実施

42
-1

電子自治体の
推進

（施設予約の
導入の検討、
電子申請の推
進）

まちづくり推
進課
/スポーツ推進
係

進捗管理者
　佐々木　信幸
担当者
　佐藤　綾子

　十分な検討を行えない
まま、指定管理者の管理
に移行しています。

【目的・目標】
　スポーツ施設の利便性
の向上のため、施設予約
システムの導入について
検討を進めます。

【指標】
　施設予約システムの導
入の検討

【基準値】

　スポーツ施設管理は、
平成２４年度に指定管理
者に移行しています。契
約が満了する平成２６年
度までに指定管理者と協
議を進め、施設予約シス
テムの導入の可否を判断
します。

　スポーツ施設は、指定管理者
制度に移行したばかりであり、
円滑な運営のために定期的な打
ち合わせを実施しました。

　スポーツ施設を管理運営す
る上で施設予約システムの課
題、利用者の利便性向上の両
方の視点から整理するととも
に、他の自治体の取組み事例
の情報を収集し、指定管理者
と協議を進めます。

　スポーツ施設
の利用管理につ
いて有効な方法
を決定し、その
取組みに向けた
準備を進めま
す。

42
-2

電子自治体の
推進

（施設予約の
導入の検討、
電子申請の推
進）

総務課
/情報システム
係

進捗管理者
　高橋　章一
担当者
　小野　英樹

　平成２２年７月に、宮
城県及び県内の市町村と
共同で一部の手続につい
て電子申請システムを導
入しましたが、その後に
普及した多様なメディア
に十分な対応ができてい
ないのが課題となってい
ます。
　電子申請件数
平成２２年度　７０件
平成２３年度　３０件

【目的・目標】
　個人情報を取扱うツー
ルとして安全であるこ
と、いつでも、どこから
でも申請可能であること
から、電子申請の利用の
推進に努めます。

【指標】
　年間の電子申請件数

【目標値】
　１００件

　職員向けシステム研修
を実施し、利用可能な手
続数を増加させるととも
に、住民への利用の周知
を行います。

　手続の電子化に向けて、職員
向けシステム研修を庁内で実施
（１０人参加）、新たに、脳検
診の申込み手続の電子申請を開
始しました。

平成２４年度実績　９０件

・広報紙での手続周知
・庁内システム研修の実施

・広報紙での手
続周知
・庁内システム
研修の実施

・広報紙での手
続周知
・庁内システム
研修の実施

・広報紙での手
続周知
・庁内システム
研修の実施

※　一つの項目で、複数の指標設定している場合、又は、担当課が異なる場合、「項目№」に枝番を付してします。

担当課
/係

/担当者

これまでの取組み
と課題

実施方針 平成２５年度区分
第2次美里町
行政改革大
綱・記載項目
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